
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
七
号

二
〇
〇
三
年
三
月

正
倉
院
所
蔵

「華
厳
経
論
帙

内
貼
文
書
」

(
い
わ
ゆ
る
新
羅
村

落
文
書
)
に

つ
い
て

宋

洗

範

は
じ
め
に

正
倉
院
所
蔵
の
新
羅
文
書
は
、

一
次
史
料

の
少
な

い
古
代
新
羅
史
研
究
に
お
い

(
1
)

て
、
最
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
正
倉
院
に
は
、
「佐
波
理
加
盤
付
属
文
書
」
や

(
2
)

「正
倉
院
宝
物
競
貼
布
記
」
と

い
っ
た
新
羅
古
文
書
が
存
在
す
る
が
、
な
か
で
も

も

っ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る
も

の
が

い
わ

ゆ
る

「新
羅
村
落
文
書

(民
政
文

書
)」
で
あ

っ
た
。
そ
の
理
由
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
代
に
お
け
る
新
羅

の
国

家
支
配
構
造
を
う
か
が
え
る
唯

一
の
ま
と
ま

っ
た
行
政
文
書
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。近

年
、
日
本
で
の
本
文
書
に
関
す
る
研
究
成
果
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、

一
九

(
3

)

八
六
年
の
浜
田
耕
策
氏
に
よ
る
研
究
史
の
整
理
以
来
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
し
か

し
最
近
、
本
文
書
に
関
す
る
研
究
は
韓
国
に
お
い
て
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

文
書
研
究
に
新
し

い
方
法
論
が
導
入
さ
れ
、
文
書
の
成
立
年
代
や
性
格
付
け
を
め

ぐ

っ
て
、
従
来
の
見
解
と
は
ま

っ
た
く
異
な

る
理
解
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
代
新
羅
史
研
究
の
前
提
と
な
る
基
礎
的
作
業
と
し
て
、

最
近
ま
で
の
日
韓
両
国
に
お
け
る
研
究
動
向

の
整
理
を
行

い
、
さ
ら
に
は
文
書
の

釈
読
や
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
私
見
も
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

一

文
書
の
伝
来
と
現
状

い
わ
ゆ
る

「新
羅
村
落
文
書
」
は
、

一
九
三
三
年

一
〇
月
、
正
倉
院
中
層
階
下

中
棚
に
収
納
さ
れ
て
い
た
一
三

枚
の
経
帙

の
う
ち
、
破
損
修
理
の
た
め
に
解
体
さ

れ
た
華
厳
経
論
帙

の
布
心
に
糊
貼
さ
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。
布
心
の
両
面
に
、

そ
れ
ぞ
れ
文
字

の
書
か
れ
て
い
な

い
白
紙
の
面
を
オ
モ
テ
に
し
て

(
つ
ま
り
文
字

の
書
い
て
あ
る
部
分
を
内
側
に
し
て
)
表
裏

一
片
ず

つ
貼
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
4
)

経
帙
オ
モ
テ
面
の
左
上
に
は

「華
厳
経
論
第
七
帙
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

文
書
は
二
断
簡
五
張
か
ら
な
る
。
「華
厳
経
論
第
七
帙
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る

文
書

(こ
れ
を

a
断
簡
と
す
る
)
は
二
張
か
ら
な
り
、
そ
の
裏
面
に
貼
ら
れ
て
い
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図 「華厳経論第七帙」の現状

裏

華
厳
経
論
第
七
帙

表

a断 簡

・ ↑↑ は、文字の進行方向

● に は、継ぎ目

(点線は裏面を示す。)

b断 簡 一

布心

る
文

書

(
こ
れ

を

b
断

簡

と

す

る

)

は

三
張

か

ら

な

る

。

文

書

の
寸

法

は

、

写

真

か

ら

の
実

測

に

よ

る

と

、
縦

が

a

・
b
断

簡

共

に
約

二

九

.
六

セ

ン
チ

メ
ー

ト

ル
、
横

は

a
断
簡

が
約

五

八

セ

ン

チ

メ

ー
ト

ル
、

b
断

簡

(
5
)

 が
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
な
お
、
完
全
な
紙

一
枚
の
長
さ
は
、
b
断

簡

の
二
紙
目
が
完
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
約
五

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。
両
断
簡
は
、
界
線
、
書
風
、
記
載
様
式
な
ど
が
共
通
で
あ
る
こ
と

か
ら
同

一
の
文
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
記
載
内
容
は
連
続
し
て
い
な
い
。
複

数
の
紙
を
貼
り
継

い
だ
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は

本
来
巻
物
の
形
で
某
官
司
で
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
反
故
紙
と
し
て

一
括
し

て
払
い
下
げ
ら
れ
、
蛛
の
内
貼
と
し
て
使
用
す
る
際
に
必
要
な
分
だ
け
が
切
り
取

ら
れ
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
文
書
は
、
修
理
終
了
と
と
も
に
、
発
見
さ
れ
た
際
と
同
じ
状
況
に
戻

さ
れ
た
の
で
、
現
状
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
在
は
そ
の
際
に
撮
影
さ
れ

た
写
真
が
あ
り
、
ま
た
影
写
本
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
記
載
内
容

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
年
で
は
、
二
〇
〇
二
年
に
奈
良
国
立
博
物
館
で
行
わ

(
6
)

れ
た
第
五
四
回
正
倉
院
展
で
、
「華
厳
経
論
帙
」
が
公
開
さ
れ
た
。

文
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
羅
の
行
政
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

に
し
て
も
、
各
研
究
者
に
よ

っ
て
評
価
は
様
々
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
文
書
の
呼

称
も
、
こ
れ
ま
で
各
研
究
者
に
よ
り
様
々
で
あ

っ
た
。

一
九
三
三
年

の
紹
介
以
来
、

①
民
政
文
書

〔野
村
忠
夫
：
一

九
五
三
〕
、
②
村
落
文
書

〔旗
田
魏
：
一

九
五
八
、

九
〕
、
③
新
羅
国
官
文
書

〔正
倉
院
の
書
蹟
：

一
九
六
四
〕
〔川
副
武
胤
：

一
九
六

五
〕
、
④
禄
邑
支
給
帳
様
文
書

〔武
田
幸
男
：

一
九
七
六
〕
、
⑤
均
田
成
冊

〔兼
若

(
7
)

逸
之
：
一

九
七
九

a
、
b
〕
、
⑥
村
落
帳
籍

〔崔
南
善
：

一
九
五
四
〕
な
ど
の
呼

称
が
こ
れ
ま
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。
本
文
書
の
性
格
付
け
は
な
お
検
討
を
要
す
る

問
題
で
あ
り
、
文
書
内
容
か
ら
文
書
名
を

つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿

で
は
、
文
書

の
現
状
を
重
視
し
て
、
ひ
と
ま
ず

「華
厳
経
論
帙

内
貼
文

書
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
た
い
。

一
一

日
韓
に
お
け
る
研
究
史
と
そ
の
課
題

一
九
五
三
年
に
野
村
忠
夫
氏
が
本
文
書
を

「新
羅
民
政
文
書
」
と

い
う
名
称
で

紹
介
し
て
以
来
、
本
文
書
は
新
羅
史
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
古
代
史
全
体
の
中
で
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重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
は
四
期
に
分
け
て
研
究
史

の
整

理
を
行

っ
て
み
た

い
。

四
期
の
特
徴
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
第

一
期

(
一
九
五
三
-
六
九
年
)
は
、
文

書
の
紹
介
と
基
礎
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
研
究
が
多
い
。
第
二
期

(
一
九
七
四
-

八
六
年
)
は
、
第

一
期
の
研
究
が
基
礎
に
な

っ
て
、
文
書
の
重
要
な
部
分
に
つ
い

て
集
中
的
な
研
究
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
第

二
期
の
特
記
す
べ
き
点
は
、
日
本
で

の
本
文
書
に
つ
い
て
の
研
究
史
が
、
ひ
と
ま
ず
完
了
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
第
三
期

(
一
九
八
六
-
九

五
年
)
は
、
本
文
書
に
つ
い
て
の
研

究
が
、
新
羅
史
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
古
代
史
の
全
体
に
と

っ
て
、
大
き
く
貢
献

し
た
時
期
で
あ

っ
た
。
最
後
に
、

一
九
九
五
年
の
尹
善
泰
氏
に
よ
る
問
題
提
起
に

始
ま
る
第
四
期

(
一
九
九
五
年
-
現
在
)
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
見
直
し
を
は

か
る
も
の
で
あ

っ
た
。
本
文
書
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
最
も
基
礎
的

な
部
分
で
す
ら
改
め
て
検
討
し
直
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

点
を
喚
起
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き

い
。

次
に
、
各
時
期
で
重
要
な
研
究
と
思
わ
れ
る
論
文
を
あ
げ
て
、
そ
の
特
徴
と
意

(
8
)

義
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

日
本
で
の
研
究
成
果
は
、
人
名
を
口

で
囲
ん
で
区
別
し
て
お
く
。
ま
た

ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
た
研
究
成
果
は
、
原
題
を

(

)
の
中
に
あ
ら
わ
す
。
以
下
の
論
文
を
本
文
中
に
引
用
す
る
際
は
、
〔野
村
忠

夫
:
一
九
五
三
〕
の
よ
う
に
表
す
。

第

一
期

(
一
九
五
三
-
六
九
年
)

野
村
忠
夫
：
一

九
五
三
年

「正
倉
院
よ
り
発
見
さ
れ
た
新
羅
の
民
政
文
書
に
つ
い

て
」
『史
学
雑
誌
』
六
二
ー
四

李
弘
植
：

一
九
五
四
年

「
日
本
正
倉
院
発
見

の
新
羅
民
政
文
書
」

(日
本
正
倉

院
発
見
q

新

羅
民
政
文
書
)

『学
林
』
三
↓

一
九

七

一
年

『韓
国
古
代
史
の
研
究
』
新
丘
文
化
社

崔
南
善
：
一

九
五
四
年

「新
羅
帳
籍
零
簡
」
『三
国
遺
事
』
民
衆
書
館

田
鳳
徳
：
一

九
五
六
年

「新
羅
の
律
令
孜
」

(新
羅
q

律
令
孜
)
『
ソ
ウ
ル
大

学
校
論
文
集

人
文
社
会
科
学
』
四
↓

一
九
六
八
年

『韓
国
法
制
史
研
究
』

ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
↓

一
九

七

一
年
、
渡
部
学

・
李
丙
沫
訳

『李
朝
法
制
史
』
北

望
社

朴
時
亨
：

一
九
五
七
年

「新
羅
帳
籍

の
研
究
」

(新
羅
帳
籍
q

研
究
)
『歴
史

科
学
』
ピ

ョ
ン
ヤ
ン
、

一
九
五
七
ー
六
↓

一
九
六
六

年

『広
開
土
王
陵
碑
』
ピ

ョ
ン
ヤ
ン
、
社
会
科
学
出

版
社

呉
章
換
：
一

九
五
八
年

「新
羅
帳
籍
よ
り
み
た
九
世
紀
前
後

の
わ
が
国
の
社
会

経
済
的
状
況
に
関
す
る
い
く

つ
か
の
間
題
」
(新
羅

帳
籍
州
刈

暑

九
世
紀
前
後
q

。丁
司
叫
,叫
q

噌
屯
州

司
邊

喫

丹
刃
q

問
題
)
『歴
史
科

学
』
ピ

ョ
ン
ヤ
ン
、

一
九
五
八
-
五旗
田
巍
：

一
九
五
八
、
九
年

「新
羅
の
村
落
-
正
倉
院
に
あ
る
新
羅
村
落
文
書

の
研
究
ー
」
『歴
史
学
研
究
』
二
二
六

・
二
二
七
。

↓

一
九
七
二
年

『朝
鮮
中
世
社
会
史

の
研
究
』
法
政

大
学
出
版
局崔
吉
成
：

一
九
六
〇
年

「新
羅

に
お
け
る
自
然
村
落
的
均
田
制
-
旗
田
氏

の

「新
羅
の
村
落
」
に
関
す
る
若
干
の
問
題
1
」
『歴
史

学
研
究
』

二
三
七

川
副
武
胤
：
一

九
六
五
年

「新
羅
国
官
文
書

の
作
帳
年
次
に
つ
い
て
」

『大
和
文

化
研
究
』

一
〇
1
九
↓

一
九
八
〇
年

『日
本
古
代
王
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朝
の
思
想
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館

姜
晋
哲
：

一
九
六
五
年

「韓
国
土
地
制
度
史

(上
)
」
『韓
国
文
化
史
大
系
2
』

高
麗
大
学
校
民
族
文
化
研
究
所：

一
九
六
九
年

「新
羅

の
禄
邑

に
つ
い
て
」
(新
羅
q

禄
邑
州

謝

掛
明
)
『李
弘

植
博
士

回
甲
紀
念

韓
国
史

学
論

叢
』
新
丘
文
化
社
↓

一
九
八
九
年

『韓
国
中
世
土
地

所
有
研
究
』

一
潮
閣

本
文
書
研
究

の
草
創
期

で
あ
る
第

一
期

で
、
特
記
さ
れ
る
論
文
は
二
つ
で
あ
る
。

ま
ず
野
村
忠
夫
氏

の
研
究
は
、
初
め
て
本
文
書
を
紹
介
し
、
釈
文
を
提
示
し
た
と

い
う
と
こ
ろ
に
第

一
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
氏
は
、
本
文
書
が
律
令
法
と

律
令
国
家

の
本
質

の
解
明
に
役
立
つ
と
提
言
し
、
李
弘
植

・
崔
南
善

・
田
鳳
徳

の

諸
氏
に
大
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
次
に
旗
田
巍
氏
は
、
本
文
書

の
研
究
を
さ
ら

に
進
め
、
精
緻
な
釈
文
を
提
示
し
、
文
書
作
成
年
代
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
た
。

氏
の
文
書
作
成
年
代
と
し
て
の
七
五
五
年
説
は
、
第
二
期
の
武
田
幸
男
氏
の
論
文

が
公
表
さ
れ
る
ま
で
、
日
韓
学
界
の
通
説
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

第
二
期

(
一
九
七
四
-
八
六
年
)

虎尾
俊
哉
：

一
九
七
四
年
「

正
倉
院
所
蔵
新
羅
国
民
政
文
書
に
見
え
る
「
計
継
」

の
算
出
法

に

つ
い
て
」
『歴
史
』
四
五
↓

一
九
八
二

年

『古
代
典
籍
文
書
論
考
』
吉
川
弘
文
館石
上
英
一
：

一
九
七
四
年

「古
代
に
お
け

る
日
本

の
税
制
と
新
羅

の
税
制
」
『朝

鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

一
一明
石
一
紀
：

一
九
七
五
年

a

「統

一
新
羅

の
村
制
に
つ
い
て
」

『日
本
歴
史
』
三

二
二：

一
九
七
五
年
b

「続

・
統

一
新
羅
の
村
制
に

つ
い
て
」
『民
衆
史
研

究
』

=
二

武
田
幸
男
：
一

九
七
六
年

「新
羅

の
村
落
支
配
-
正
倉
院
所
蔵
文
書

の
追
記
を

め
ぐ

っ
て
ー
」
『朝
鮮
学
報
』
八

一木
村
誠
：

一
九
七
六
年

「新
羅
の
禄
邑
制
と
村
落
構
造
」
『歴
史
学
研
究
』
別

冊

兼
若
逸
之
：

一
九
七
六
年

(明
石

一
紀
氏
の

一
九
七
五
年

a
論
文
評
)
「新
羅
古

文
書
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
ー
計
姻
計
算
の

「基

本
数
」
お
よ
び
そ
の

「分
数
化
」
を
批
判
す
る
ー
」

(新
羅
古
文
書
三
己

暑
司
愚

問
題
州

司
計
明
-

計
姻
計
算
日

「基
本
数
」

喫

ユ

分
数
化
三
己

批
判
都
ロー
)
『韓
国
史
研
究
』

一
四：

一
九
七
九
年

a

「新
羅

「均
田
成
冊
」
の
研
究
1

い
わ
ゆ
る
民
政

(村
落
)
文
書
の
分
析
を
中
心
に
ー
」
(新
羅

「均
田

成
冊
」
到

研
究
1
61
喜
叫

民
政

(村
落
)
文
書

q

分
析
音

中
心
o
一呈
-
)
『韓
国
史
研
究
』
二

三：

一
九
七
九
年
b

「新
羅

「均
田
成
冊
」
で
の
姻
人
動
態

の
復
原
試

図
」
(新
羅

「均
田
成
冊
」
州
刈
斜

姻
人
動
態
釧

復
原
試
図
)
『韓
国
史
研
究
』
二
七：

一
九
八
〇
年

「新
羅

「均
田
成
冊
」
よ
り
推
定
さ
れ
る
平
均
寿
命
」

(新
羅

「均
田
成
冊
」
州
刈

推
定
q
しτ

平
均
寿

命
)
『韓
国
史
研
究
』
三
〇

：
一

九
八
四
年

a

「新
羅

「均
田
成
冊
」
で
の
姻
人
動
態
の
実
態
」
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(新
羅
「
均

田
成

冊
」
司
洞
潮

姻
入
動
態
潮

実

態
)
『誠
信
研
究
論
文
集
』

一
七：

一
九
八
四
年
b

『新
羅

「均
田
成
冊
」
の
分
析
を
通
じ
て
み
た
村
落

支
配

の
実
態
』

(新
羅

「均
田
成
冊
」
q

分
析
暑

筈
苛
d
,

暑

村
落
支
配
斜

実
態
)
延
世
大
学
校

大
学
院
博
士
学
位
論
文

林
石
な
：

一
九
七
七
年

「新
羅
の
丁
田
制

に
つ
い
て

(1
)」
(新
羅
潮

丁
田

制
朔

朔
母
明

(1
)
)
『歴
史
科
学
』
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
、

一
九
七
七
-
四

：
一

九
七
八

「新
羅
の
丁
田
制
に

つ
い
て

(2
)」

(新
羅
q

丁
田
制

朔

切
苛
司

(
2
)
)
『歴
史
科
学
』
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
、

一
九
七
八
-

一

李
泰
鎮
：
一

九
七
九
年

「新
羅
統

一
期
の
村
落
支
配
と
孔
姻
-
正
倉
院
所
蔵
の

村
落
文
書
再
検

討
-
」
(新
羅
統

一
期
斜

村
落
支

配
外

孔
姻
-

正
倉
院
所
蔵
q

村
落
文
書
再
検
討

ー
)
『韓
国
史
研
究
』
二
五

姜
晋
哲
：

一
九
八
〇
年

「新
羅
統

一
期

の
土
地
制
度
」
(新
羅
統

一
期
斜

土

地
制
度
)
『高
麗
土
地
制
度
史
研
究
』
高
麗
大
学
校

出
版
部

李
鍾
旭
：

一
九
八
〇
年

「新
羅
帳
籍
を
通
じ
て
み
た
統

一
新
羅
の
村
落
支
配
体

制
」
(新
羅
帳
籍
音

暑
量

『

暑

統

一
新
羅
9

村
落
支
配
体
制
)
『歴
史
学
報
』
八
六

李
鍾
旭
ほ
か
討
論
：

一
九
八
〇
年

「正
倉
院
発
見
新
羅
村
落
文
書
に
つ
い
て
」

(正
倉
院
発
見
新
羅
村
落
文
書
朔

司
苛
司
)
『歴
史

学
報
』
八
六

浜
中
昇
：
一

九
八
二
年

「統

一
新
羅

に
お
け
る
均
田
制

の
存
否
」
『朝
鮮
学

報
』

一
〇
五
↓

一
九
八
六
年

：
一

九
八
三
年

「新
羅
村
落
文
書
に
み
え
る
計
姻
に
つ
い
て
」
『古
代

文
化
』
三
五
ー
二
↓

一
九
八
六
年

：
一

九
八
五
年

「統

一
新
羅
の
村
落
と
村
主
」
『歴
史
学
研
究
』
五
四

七

：
一

九
八
六
年

『朝
鮮
古
代
の
経
済
と
社
会
-
村
落

・
土
地
制
度
史
研

究
i
』
法
政
大
学
出
版
局

崔
在
錫
：
一

九
八
二
年

「統

一
新
羅
の
家
族
形
態
-
新
羅
村
落
文
書

の
分
析

1
」

(統

一
新
羅
潮

家
族
形
態
ー
新
羅
村
落
文
書

到

分
析
i
)
『東
方
学
志
』
三
四

李
宇
泰
：
一

九
八
三
年

「新
羅
村
落
文
書

の
村
域
に
つ
い
て
の

一
考
察
」

(新

羅
村
落
文
書
q

村
域
朔

四
量

一
考
察
)

『金

哲
竣
博
士
華
甲
紀
念
史
学
論
叢
』
知
識
産
業
社

浜
田
耕
策
：

一
九
八
六
年

「「新
羅
村
落
文
書
」
研
究

の
成
果
と
課
題
1
そ

の
作

成
年
お
よ
び
内
省

の
禄
邑
説
を
中
心
に
ー
」
『律
令

制
ー
中
国
朝
鮮
の
法
と
国
家
1
』
汲
古
書
院

第
二
期
は
、
本
文
書
研
究
の
深
化
期
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
武
田
幸
男
氏
は
、

今
ま
で
の
研
究
が
詳
細
に
は
触
れ
な
か
っ
た
本
文
書
の
別
筆
と
み
ら
れ
る
文
字
に

注
目
し
、
そ
れ
を
後
の
追
記
と
み
な
し
た
上
で
、
文
書
の
作
成
年
代
は
八

一
五
年

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
氏
は
本
文
書
を
、
内
省
あ
る
い
は
内
省
の
官
職
に
支

給
さ
れ
た

「禄
邑
」
関
係

の
文
書

の

一
種
と
解
釈
し
、
文
書

の
性
格
を

「禄
邑

帳
」
と
理
解
す
る
な
ど
、
後
の
研
究
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
絶
大
で
あ
る
。
ま
た
兼

若
逸
之
氏
は
、
統

一
新
羅
に
お
い
て
均
田
制
が
受
容
さ
れ
た
と
す
る
立
場
か
ら
、
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本
文
書
の
性
格
を

「均
田
成
冊
」
と
位
置
付
け
た
。
こ
れ
に
対
し
浜
中
昇
氏
は
、

統

一
新
羅
で
の
均
田
制
の
実
施
に
否
定
的
な
立
場
か
ら
、
兼
若
逸
之
氏

の

「均
田

成
冊
」
説
を
批
判
し
た
。

第
三
期

(
一
九
八
六
-
九
五
年
)

李
仁
哲
：

一
九
八
六
年

「新
羅
統

一
期

の
村
落
支
配
と
計
姻
」
(新
羅
統

一
期

臼

村
落
支
配
斜

計
姻
)
『韓
国
史
研
究
』
五
四

：
一

九
九
三
年

a

『新
羅
の
村
と
村
民
支
配
に
関
す
る
研
究
-
正
倉
院

所
蔵
新
羅
帳
籍
を
中
心
に
ー
』

(新
羅
q

村
叫

村
民
支
配
州

讐
邊

研
究
-
正
倉
院
所
蔵
新
羅
帳

籍
音

中
心
o
豆

)
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
博
士
単

位
論
文
↓

一
九
九
六
年

：
一

九
九
三
年
b

「新
羅
帳
籍

に
み
え
る
村
の
形
態
と
性
格
」

(新
羅

帳
籍
州

皇

6ー
ゼ

村
q

形
態
斜

性

格
)
『牛

史
と
古
代
』

五

：
一

九
九
三
年

c

『新
羅
政
治
制
度
史
研
究
』

一
志
社

姜
晋
哲
：
一

九
八
七
年

「新
羅
の
禄
邑

に
つ
い
て
の
若
干

の
問
題
点
」

(新
羅

釧

禄
邑
州

司
琶

若
干
q

問
題
点
)
『仏
教

と
諸
科
学

開
校
八
〇
周
年
紀
念
論
叢
』
東
国
大
単

校
。
↓

一
九
八
九
年

『韓
国
中
世
土
地
所
有
研
究
』

一
潮
閣

金
基
興
：
一

九
八
七
年

「新
羅
村
落
文
書
に

つ
い
て
の
新
考
察
」
(新
羅
村
落

文
書
州

閉
赴

新
考
察
)
『韓
国
史
研
究
』
六
四

↓

一
九
九

一
年

『三
国
及
び
統

一
新
羅
税
制
の
研

究
』

(三
国

喫

統

一
新
羅
税
制
酬

研
究
)
歴

史
批
評
社

安
部
井
正
：
一

九
八
九
年

「新
羅
村
落
文
書
に
見
え
る
九
等
戸
区
分
に
つ
い
て
」

『朝
鮮
学
報
』
一
三
三

金
鍾
瑠
：
一

九
八
九
年

a

「正
倉
院
所
蔵
新
羅
帳
籍

に
み
え
る
奴
碑
」

(正
倉

院
所
蔵
新
羅
帳
籍
州

旦
01
しτ

奴
碑
)
『歴
史
学

報
』

一
二
三

：
一

九
八
九
年
b

「
日
本
正
倉
院
所
蔵
新
羅
帳
籍
の
作
成
年
度
と
そ
の

歴
史
的
背
景
」
(日
本
正
倉
院
所
蔵
新
羅
帳
籍
q

作
成
年

度
叫

ユ

歴
史

的
背
景
)
『
ア
ジ

ア
文

化
』
五

李
喜
寛
：

一
九
八
九
年

「統

一
新
羅
の
官
護
田
水
田」

(統

一
新
羅
q

官
護
田
水

出
)
『韓
国
史
研
究
』
六
六：

一
九
九
二
年

a

「統

一
新
羅
時
代
の
村
主
位
田
水
田と
村
主
勢
力
の
成

長
」
(統

一
新
羅
時
代
q

村
主
位
田
水
田叫

村
主

勢
力
q

成
長
)
『国
史
舘
論
叢
』
三
九

：
一

九
九
二
年
b

「統

一
新
羅
時
代
官
僚
田
の
支
給
と
経
営
」
(統

一

新
羅
時
代
官
僚
田
到

支
給
叫

経
営
)
『新
羅
産

業
経
済
の
新
研
究
』

一
三：

一
九
九
四
年

a

「新
羅
村
落
帳
籍
に
み
え
る
村
の
性
格
」
(新
羅
村

落
帳
籍
州

皇
d
』
し

村
q

性
格
)
『李
基
白
先

生
古
稀
紀
念

韓
国
史
学
論
叢

(上
)』

：
一

九
九
四
年
b

『統

一
新
羅
土
地
制
度
研
究
ー
新
羅
村
落
帳
籍
に
関

す
る
検
討
を
中
心
に
ー
』

(統

一
新
羅
土
地
制
度
研

究
ー
新
羅
村
落
帳
籍
州

普
を

検
討
三
己

中
心
o
一
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呈
1
)
西
江
大
学
校
博
士
学
位
論
文
↓

一
九
九
九
年：

一
九
九
五
年

a

「統

一
新
羅
時

代
の
姻
受
有
田
水
川
と
そ

の
経
営
農

民
」
(統

一
新
羅
時
代
斜

姻
受
有
田
水
川叫

ユ

経
営
農
民
)
『史
学
研
究
』
五
〇

：
一

九
九
五
年
b

「統

一
新
羅
時
代
の
孔
姻
の
構
造
に
関
す
る
新
し
い

理
解
」

(統

一
新
羅
時
代
郭

孔
姻
到

構
造
朔

関
聾

胡
呈
。τ

理
解
)
『韓
国
史
研
究
』
八
九

：
一

九
九
五
年

c

「新
羅
の
支
配
体
制
と
関
連
す
る
い
く

つ
か
の
論
争

に

つ
い
て
の
検

討
」

(新
羅
q

支
配
体
制
斗

関

連
苛
ゼ

喫

丹
刃
羽

論
争
司

司
を

検
討
)

『韓
国
古
代
史
論
叢
』
七

李
泰
鎮
：
一

九
九
〇
年

「新
羅
村
落
文
書

の
牛
馬
」

(新
羅
村
落
文
書
q

牛

馬
)
『碧
史
李
佑
成
教
授
定
年
紀
念
論
叢

民
族
史

の
展
開
と
そ
の
文
化

(上
)』

李
仁
在
：
一

九
九
〇
年

「新
羅
統

一
前
後
期
租
税
制
度
の
変
動
」
(新
羅
統

一

前
後
期
租
税
制
度
図

変
動
)
『歴
史
と
現
実
』
四：

一
九
九
三
年

「新
羅
統

一
期
姻
戸
の
土
地
所
有
」

(新
羅
統

一
期
姻

戸
酬

土
地
所

有
)
『東
方
学
志
』
七
七
-
七
九
合

併
号

：
一

九
九
四
年

「新
羅
統

一
期
租

税
収
取
基
準
と
等
級
姻
」

(新
羅
統

一
期
租
税
収
取

基
準
斗

等
級
姻
)
『歴
史
と

現

実
』

三

：
一

九
九
五
年

『新
羅
統

一
期
土
地
制
度
研
究
』
延
世
大
学
校
博
士
学

位
論
文

南
豊
銭
：

一
九
九
二
年

「正
倉
院
所
蔵
新
羅
帳
籍

の
吏
読
研
究
」
(正
倉
院
所

蔵
新
羅
帳
籍
q

吏
読
研
究
)
『中
斎
張
忠
植
博
士

華
甲
紀
念
論
叢
』

浜
中
昇
：
一

九
九
三
年

「新
羅
村
落
文
書
を
通
し
て
み
た
土
地
開
発
と
分
村
」

『神
田
外
語
大
学
紀
要
』
五

金
瑛
製
：

一
九
九
三
年

「新
羅
統

一
期

の
戸
等
制
と
孔
姻
」
(新
羅
統

一
期
q

戸
等
制
外

孔
姻
)
『釜
大
史
学
』

一
七

李
宇
泰
：

一
九
九
三
年

「新
羅
西
原
京
研
究
の
現
況
と
課
題
ー
村
落
文
書
を
中

心
に
」
(新
羅
西
原
京
研
究
q

現
況
斗

課
題
ー

村
落
文
書
三
己

中
心
o
豆

1
)
『湖
西
文
化
研
究
』

一

一

魏
恩
淑
：
一

九
九
五
年

「帳
籍
文
書
を
通
じ
て
み
る
新
羅
統

一
期
農
家
の
副
業

経
営
」
(帳
籍
文
書
。冒

通
胡

暑

新
羅
統

一
期

農
家
日

副
業
経
営
)
『釜
大
史
学
』

一
九

第
二
期
の
研
究
成
果
が
、
主
に
日
本
の
研
究
者
達
に
よ
り
な
さ
れ
た
の
に
対
し
、

第
三
期
は
韓
国
で
の
新
進
の
研
究
者
達
に
よ
り
多
く
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
た
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
成
果
は
、
三
人
の
学
位
論
文
に
あ
ら
わ

れ
た
。
ま
ず
李
仁
哲
氏
は
、
本
文
書
に
記
さ
れ
た
村
は

一
般
的
な
行
政
村
で
あ
る

と
い
う
立
場
か
ら
、
本
文
書
を

「新
羅
帳
籍
」
と
し
、
文
書
作
成
年
度
は
八

一
五

年
で
あ
り
、
そ
の
作
成
主
体
は
州
司
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
姻
受
有
田
水
田支

給
の
実
像
は
、
農
民
達
を
土
地
に
拘
束
す
る
、
擬
制
的
均
田
制
と
し
て
作
用
し
て

い
る
と
理
解
し
た
。
李
喜
寛
氏
は
、
本
文
書
に
見
え
る
村
を
、
全
国
的
に
存
在
す

る

一
般
村
と
す
る
立
場
か
ら
、
文
書
を

「村
別
田
水
川台
帳
」
と
し
、
禄
邑

・
官
僚

田

・
官
誤
田
水
田
・
姻
受
有
田
水
田
・
村
主
位
水
田
の
順
に
分
析
し
、
統

一
新
羅
土
地
制

度
の
成
立
と
運
用
に
関
し
て
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
李
仁
在
氏
は
、
統

一
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新
羅
期
の
土
地
制
度
を
、
強
化
さ
れ
た
私
的
土
地
所
有
権
の
成
長
と
、
そ
れ
に
伴

う
国
家
の
土
地

・
民
衆
の
支
配
方
式
の
転
換

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
し
た
と
こ

(
10
)

う
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
他
見
逃
せ
な

い
の
は
、
南
豊
鉱
氏
の
吏
読
研
究
で
あ
る
。

本
文
書
の
研
究
に
お
い
て
、
難
解
な
吏
読
の
存
在
は
、
文
書
の
理
解
を
困
難
に
し

て
い
た
が
、
南
氏
に
よ
り
、
体
系
的
な
文
書

の
理
解
が
可
能
に
な

っ
た
。
さ
ら
に

浜
中
昇
氏
は
、
第
二
期

の
研
究
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
て
、
同
文
書
の
四
箇
所
の
村

落
が
小
規
模
で
あ
る
と
指
摘
し
な
が
ら
、
各
村
が
分
村
を
目
的
に
す
る
土
地
開
発

を
活
発
に
行

っ
た
と
み
て
よ
い
と
主
張
す
る
。

第
四
期

(
一
九
九
五
ー
現
在
)

尹
善
泰
：
一

九
九
五
年

「正
倉
院
所
蔵
新
羅
村
落
文
書

の
作
成
年
代
ー
日
本
の

華
厳
経
論
流

通
状
況
を
中
心
に
ー
」
(正
倉
院
所
蔵

新
羅
村
落
文
書
酬

作
成
年
代
ー
日
本
到

華
厳
経

論
流
通
状
況
6冒

中
心
o
一三
i
)
『震
檀
学
報
』
八

〇

：
一

九
九
六
年

「新
羅
村
落
文
書

の
作
成
年
代
と
記
載
様
式
ー
中
国
日

本
の
帳
籍
文
書

と

の
比
較
検
討
を
中
心
に
ー
」
(新

羅
村
落
文
書
釧

作
成
年
代
叫

記
載
様
式
-
中
国

日
本
到

帳
籍

文
書
外
到

比
較
検
討
三
己

中
心
o
一

呈
1
)
『歴
史
学
会
月
例
発
表
会
発
表
文
』

(三
三
二

回
)：

一
九
九
八
年

「新
羅
の
力
禄
と
職
田
ー
禄
邑
研
究

の
進
展
の
た
め
の

提
言
ー
」

(新
羅
到

力
禄
叫

職
田
ー
禄
邑
研
究

碧

進
展
音

羽
赴

提
言
i
)
『韓
国
古
代
史
研

究
』
一
三

：
二
〇
〇
〇
年

a

『新
羅
統

一
期
王
室
の
村
落
支
配
-
新
羅
古
文
書
と

木
簡
の
分
析
を
中
心
に
ー
』

(新
羅
統

一
期
王
室
q

村
落
支
配
-
新
羅
古
文
書
斗

木
簡
q

分
析
。冒

中
心
O
豆

1
)
ソ
ウ
ル
大
学
校
博
士
学
位
論
文

：
二
〇
〇
〇
年

b

「新
羅
村
落
文
書

の
記
載
様
式
と
用
途
」

(新
羅
村

落
文
書
到

記
載
様
式
斗

用
途
)
『韓
国
古
代
中

世
古
文
書
研
究

(下
)』

ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部

李
仁
哲
：
一

九
九
六
年

『新
羅
村
落
社
会
史
研
究
』

一
志
社

：
二
〇
〇
〇
年

「新
羅
統

一
期

の
私
的
土
地
所
有
関
係

の
展
開
」
(新

羅
統

一
期
q

私
的
土
地
所
有
関
係
斜

展
開
)

『歴
史
学
報
』

一
六
五

全
徳
在
：

一
九
九
七
年

a

「統

一
新
羅
時
代
戸
等
制
の
性
格
と
機
能
に
関
す
る

研
究
」

(統

一
新
羅
時
代
戸
等
制
q

性
格
斗

機

能
州

関
聾

研
究
)
『震
檀
学
報
』
八
四：

一
九
九
七
年
b

「統

一
新
羅
期
戸
等
算
定
基
準
」
『歴
史
と
現
実
』

二
三

李
喜
寛
：

一
九
九
七
年

「統

一
新
羅
時
代

の
内
視
令
と
村
落
支
配
」
(統

一
新

羅

時
代
到

内
視
令
斗

村
落

支
配
)
『歴

史

学

報
』

一
五
三：

一
九
九
九
年

『統

一
新
羅
土
地
制
度
史
研
究
』

一
潮
閣

李
仁
在
：
一

九
九
八
年

「新
羅
統

一
期
の
結
負
制
」
(新
羅
統

一
期
q

結
負

制
)
『東
方
学
志
』

一
〇

一

金
寿
泰
：

二
〇
〇
〇
年

「新
羅
の
村
落
帳
籍
」

(新
羅
q

村
落
帳
籍
)
『韓
国

古
代
史
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
発
表
文
』
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第
四
期
に
は
、
第
三
期
の
李
仁
哲

・
李
喜
寛
両
氏
の
研
究
成
果
が
、
単
行
本
と

し
て
出
版
さ
れ
た
。

一
方
、
尹
善
泰
氏
に
よ

る

一
連
の
成
果
は
、
そ
れ
ま
で
の
本

文
書
の
研
究
に
対
し
て
、
基
礎
的
な
部
分
か
ら
の
再
検
討
を
迫
る
こ
と
と
な

っ
た
。

特
に
本
文
書
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
の
新
し

い
見
解
は
、
従
来
の
文
書
作
成
年
研

究
の
根
本
を
見
直
す
大
胆
な
試
み
で
あ

っ
た
。
尹
氏
の
論
旨
は
後
に
詳
し
く
触
れ

る
が
、
氏
は
六
九
五
年
説
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
金
寿
泰
氏
の
研
究
史
整
理
は
、

近
年
の
韓
国
で
の
研
究
成
果
を
論
点
ご
と
に
分
け
て
分
析
し
た
も
の
で
、
参
考
文

献

の
整
理
も
豊
富
で
あ
る
。
本
稿
と
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
文
書
に
つ
い
て
、
約
五
〇
年
間
の
研
究
史
を
四
期
に
わ
け
て

整
理
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
文
書

の
判
読
と
文
書
作
成
年
代
と

い
う
、
最
も
基

礎
的
な
部
分
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
本
文
書

に
関
す
る
研
究
は
、
改
め
て
基
礎
的
な
部
分

か
ら
再
検
討
す
る
時
期
を
迎
え
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
文
書

の
判
読
と
文
書
作
成
年
と

い

う
二
点
に
絞
り
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て

い
き
た
い
。

三

文
書
の
釈
読

李
仁
哲

・
李
喜
寛

・
尹
善
泰
の
七
入
の
示
し
た
釈
文
を
比
較
し
て
表
に
ま
と
め
て

(
11

)

お
り
有
用
で
あ
る
。

こ
う
し
た
様
々
な
釈
文
が
提
示
さ
れ
る
背
景
に
は
、
基
礎
と
な
る
文
書
の
写
真

が
必
ず
し
も
普
及
し
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
写
真
版
の
公
開
は
、
日
本

で
は
正
倉
院
事
務
所
編
の

『正
倉
院
の
書
蹟
』
(日
本
経
済
新
聞
社
、

一
九
六
四

年
)
と
同

『正
倉
院
宝
物
5

中
倉
I
I』

(毎
日
新
聞
社
、

一
九
九
五
年
)
、
そ
し

て
正
倉
院
展
図
録
で
は
、
平
成
三
年
度
と
平
成

一
四
年
度
の
も
の
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

一
方
韓
国
で
は
、
現
段
階
で
は
李
基
白
氏
の
も

の
と
、
『韓
国
古
代
中
世

古
文
書
研
究

(上

・
下
)』

(ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
)
な
ど
に
、

写
真
版
と
活
字
版
の
両
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

正
倉
院
事
務
所
が

一
九
九
五
年
に
示
し
た
釈
文
は
、
現
段
階
で
は
最
新

の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
判
読
の
特
徴
は
、
慎
重
を
期
す
あ
ま
り
、
従
来
の
釈
文
に
比
べ

る
と
必
ず
し
も
踏
み
こ
ん
だ
も
の
と
は
な

っ
て
い
な
い
。

筆
者
は
今
回
、
正
倉
院
事
務
所
よ
り
本
文
書
の
写
真
の
頒
布
を
う
け
、
釈
文
の

再
検
討
を
行

っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
釈
読
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
筆
者
の
釈
読
案
を
稿

末
に
示
す
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
各
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
釈
文
を
提
示
し
て
い
る
が
、
な

か
で
も
以
後
の
研
究
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
武
田
幸
男
氏
の
提

示
し
た
釈
文
で
あ
る

〔武
田
幸
男
：
一

九
七

六
〕
。
以
後
日
本
で
出
さ
れ
た
釈
文

の
多
く
は
、
武
田
氏
の
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
。

一
方
韓
国
に
お
い
て
は
、
李
基

白
編

『韓
国
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
で
提
示
さ
れ
た
釈
文
が
、

一
九
九
〇
年
代

の
研
究

の
基
礎
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
釈
文

も
様

々
な
点
で
武
田
氏

の
釈
文
を

ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
様
々
な
研
究
者
に
よ
り
釈
文
が
提
示
さ
れ
て

い
る
が
、
近
年
、
金
寿
泰
氏
は
、
旗
田
魏

・
武
田
幸
男

・
兼
若
逸
之

・
李
基
白

・

四

文
書
作
成
年
代
に
つ
い
て

第
五
四
回
正
倉
院
展
に
お
け
る

「華
厳
経
論
帙
」
の
説
明
に
よ
る
と
、
本
文
書

の
成
立
時
期
に
関
し
て
、
七
五
五
年
か
ら
八
七
六
年
ま
で
の
時
期
に
作
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
す
る
従
来

の
説
に
触
れ
つ
つ
も
、
い
ま
だ
定
説
は
確
立
さ
れ
て
い

(
12

)

な
い
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
本
文
書

の
作
成
時
期
に
関
す
る
従
来
の
見
解
は
、

(
13
)

次
に
示
す
よ
う
に
、

一
九
五
三
年
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
様

々
で
あ

っ
た
。
年
の

上
の
○
は
、
乙
未
年
を
指
す
。
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〇
七
五
五
年
：

旗
田
魏
、
崔
吉
成
、
兼
若
逸
之
、
李
基
白
、
姜
晋
哲
、
金
寿
泰

七
五
六
年
：

川
副
武
胤

七
五
七
年
：

野
村
忠
夫

七
五
八
年
：

明
石

一
紀
、
南
豊
鉱

〇
八

一
五
年
：
李
弘
植
、
崔
南
善
、
田
鳳
徳
、
武
田
幸
男
、
木
村
誠
、
浜
田
耕
策
、

金
基
興
、
李
仁
哲
、
李
喜
寛

八

一
六
年
：
金
哲
竣
、
朴
時
享

〇
八
七
五
年
：
李
弘
植
、
崔
南
善
、
金
鍾

落

八
七
六
年
：
金
哲
竣
、
朴
時
享

本
文
書
の
作
成
年
代
解
明
の
核
心
は
、
文
書
中
に
み
え
る

「
乙
未
年
」
を
何
時

に
見
る
か
に
あ
る
。
文
書
中
に

「
乙
未
年

」
は
、
「
乙
未
年
姻
見
賜
」
と

い
う
形

(
14
V

で
、
三
箇
所
登
場
す
る
。
こ
の
記
載
か
ら
、
乙
未
年
に
姻
の
調
査
が
な
さ
れ
た
こ

と
が
分
か
る
の
で
、
本
文
書
作
成
年
代
の
推
定
に
は
格
好

の
材
料
に
な
る
わ
け
で

(
15
)

あ
る
。
統

一
新
羅
に
お
い
て

「乙
未
年
」
は
、
六
九
五
年

・
七
五
五
年

・
八

一
五

年

・
八
七
五
年

・
九
三
五
年
に
あ
た
る
が
、
こ
の
う
ち
九
三
五
年
は
、
新
羅
滅
亡

の
年
で
あ
る
か
ら
除
外
す
る
と
し
て
、
全
部
で
四
つ
の
可
能
性
が
残
る
。
従
来

の

(
16
)

(17

)

研
究
史
で
は
、
七
五
五
年
説
と
八

一
五
年
説
が
有
力
視
さ
れ
て
お
り
、
特
に
八

一

(18

)

五
年
説
は
、
多
く
の
研
究
者
達
の
支
持
を
得
て
き
た
。
七
五
五
年

の
主
な
根
拠
は
、

本
文
書
の

a
断
簡
の
九
行

(二
八
行
は
可
能
性
あ
り
)
と
b
断
簡

の
八

・
二
三

・

二
五
行

に
出

て
い
る

「姻
受
有

田

・
水
田
」
を
、
『三
国
史
記
』
聖
徳
王

二

一
年

(七
二
二
)
八
月
条
に
み
え
る

「始
給
二
百
姓
丁
田
こ

の

「丁
田
」
と
解
釈
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
方
の
八

一
五
説
の
根
拠
は
、
本
文
書
の
性
格
を

「禄
邑
」
と

関
係
す
る
文
書
と
し
て
理
解
し
、
聖
徳
王

二

一
年
の
記
事
の
丁
田
と
は
無
関
係
で

あ
る
と
し
、
『三
国
史
記
』
景
徳
王

一
六
年

(七
五
七
)
三
月
条

の

「除
二内
外
群

官
月
俸

↓、
復
賜
二禄
邑
一」
と

い
う
記
事
に
注
目
す
る
。

第
四
期
に
入
る
と
、
尹
善
泰
氏
に
よ
り
六
九
五
年
説
が
主
張
さ
れ
る
。
氏
の
説

は
、
作
成
年
代
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
斬
新
な
研
究
方
法
を
導
入
し
新
た
な
問

題
提
起
を
行

っ
て
い
る
点
で
画
期
的
で
あ
る
。
以
下
で
は
尹
氏
の
本
文
書
の
作
成

年
に
関
す
る
新
説
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
尹
氏
の
主
張
に
対
す
る
七
五
五
年
説
や
八

一
五
年
説
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
の
反
論
、
ま
た
尹
氏
の
再
反
論
に
つ
い
て
あ
わ

せ
て
紹
介
し
た

い
。

尹
氏
は
二
つ
の
観
点
か
ら
本
文
書
の
作
成
年
代
を
推
定
し
て
い
る
。
第

一
は
、

(
19
)

文
書
に
記
載
さ
れ
た

「年
」
「
壹
月
」
な
ど
の
表
記
の
問
題
、
第
二
は
、
「華
厳
経

論
」
が
新
羅
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
過
程
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
の
問
題
か
ら
み
て
み
よ
う
。

『旧
唐
書
』
巻
九
、
本
紀
九
、
玄
宗
本

紀
下
、
天
宝
三
載

(七
四
四
)
正
月
丙
辰
朔
条
に

「改
レ
年
為
レ載
」
と
あ
り
、
ま

た
、
同
巻

一
〇
、
粛
宗
本
紀
、
至
徳
三
載

(七
五
八
)
二
月
丁
未
条
に

「改
二
至

徳
三
載
一為
二乾
元
元
年

こ

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
唐
の
天
宝
三
載

(七
四
四
)
か

ら
至
徳
三
載

(七
五
八
)
に
か
け
て
、
「年
」
で
は
な
く

「載
」

の
字
を
用
い
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尹
氏
は
こ
の
事
実
に
注
目
す
る
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
新
羅
の
金
石
文
の
中
に
、
「年
」
を

「載
」
と
記
し
て

い
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
尹

氏
は
指
摘
す
る
。
『大
方
広
仏
華
厳
経
』
の
賊

(
20

)

(21

)

文
に

「天
宝
十
三
載
」
「乙
未
載
」
、
元
尽
寺
鐘
銘
に

「天
宝
四
載
」、
雁
鴨
池
木

(
22

)
簡
に

「天
宝
十
載
」
と
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。

つ
ま
り
同
時
期

の
新
羅
に
お

い
て

も
、
唐

の
影
響
を
受
け
て

「載
」
の
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
本
文
書

で
は

「年
」

の
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
七
五
五
年

を
作
成
年
代
と
す
る
説
に
と

っ
て
不
利
な
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

次
に
尹
氏
は
本
文
書
中
の

「
壹
月
」
と

い
う
表
記
に
注
目
す
る
。
中
国
で
は
、
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則

天

武

后

の
時

代

に
周

正

(周

暦

)

を

採

用

し

た

こ
と

が

あ

っ
た

。

『
旧

唐

書

』

巻

六

、

本

紀

六

、

則

天

皇

后

載

初

元

年

(
六

八

九

)

正

月

条

に

よ

る
と

、

改

二
永

昌

元

年

十

一
月

・為

・載

初

元

年

正

月

・、

十

二

月
為

・・臓

月

、

改

旧

正

月

・為

二

月

・

と

あ

り

、

こ

の
時

か

ら

旧

来

の
十

一
月

を

正

月

、

十

二
月

を

蝋

月

、

正
月

を

一
月

と

称

す

る

こ
と

を

定

め

て

い
る

。

そ

し

て
久

視

元

年

(七

〇

〇

)

に

至

っ
て

旧

に

(
23
)

(
24

)

復
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
実
際
、
唐
代
の
古
文
書
に
も
実
例
が
あ
る
。

中
国
で
の
変
更
を
う
け
て
、
新
羅
に
お

い
て
も
月
の
呼
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

『三
国
史
記
』
巻
八
、
新
羅
本
紀
八
、
孝
昭
王
四
年

(六
九
五
)
条
に

「以

立
子

月
・為
レ
正
」
と
あ
り
、
こ
の
時
立
子
月

(十

一
月
)
を
正
月
と
定
め
、
同
九
年

(七
〇
〇
)
条
に

「復
以
-
立
寅
月
・為
レ
正
」
と
あ
り
、
旧
に
復
し
立
寅
月

(
一

月
)
を
正
月
と
定
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
文
書
の
b
断
簡
三

一
行
に
み
え
る

「甲
午
年
壹
月
」
の

表
記
は
、
六
九
五
年
ー
七
〇
〇
年
の
聞
に
な

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。

こ
の
間
に

「
甲
午
年
」
と

い
う
干
支
年
は
存
在
し
な

い
が
、
六
九
五
年
の
前
年
で

あ
る
六
九
四
年
が

「
甲
午
年
」
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
尹
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

文
書
の
作
成
年
代
は
乙
未
年

11
六
九
五
年
で
あ
り
、
こ
の
年
に
周
暦
が
採
用
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
前
年

の
甲
午
年

の
正
月
に
対
し
て
も
、
遡

っ
て

「
壹
月
」
と
記

さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
書
作
成
年
代
の

「正

月
」
は
旧
暦
の
十

一
月
を
意
味
す
る
の
で
、
甲
午
年

の
正
月
を

「
壹
月
」
と
記
載

し
な
い
と
、
十

一
月
と
混
同
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
李
喜
寛
氏
と
金
寿
泰

氏
に
よ
る
反
論
が
あ
る
。
ま
ず
李
氏

は
、
新
羅
慶
州
の
雁
鴨
池
出
土
八
号
木
簡
を

「甲
寅
年
壹
月
九
日
口
口
口
口
」
と

(
25
)

読
み
、
甲
寅
年
は
七
七
四
年
と
推
定
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
八
世
紀
中
頃
に
も
正
月

(
26

)

を
壹
月
と
書
い
て
い
た
事
例
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
金
寿
泰
氏
は
、
同
じ
く
則
天

武
后
時
代
に
制
定
さ
れ
た
則
天
文
字

一
七
字
が
、
同
文
書
に
は
全
く
み
ら
れ
ず
、

「
壹
月
」
の
表
記
変
更
だ
け
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
と
の

疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
さ
ら
に
金
氏
は
、
尹
氏
の

「文
書
作
成
時
の

「正
月
」
は
、

旧
暦

の
十

一
月
を
意
味
す
る
の
で
、
甲
午
年
の
正
月
を
壹
月
と
記
録
し
な

い
と
、

十

一
月
と
混
同
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と

い
う
部
分
を
、
迂
遠
な
解
釈
と

(
27

}

批
判
し
て
い
る
。

尹
善
泰
氏
は
李
喜
寛
氏
の
批
判
に
対
し
て
、
再
反
論
を
し
て
い
る
。
氏
は
、
李

喜
寛
氏
が
右
の
木
簡
の
判
読
に
お
い
て
、
恣
意
的
な
解
釈
を
し
て
い
る
と
批
判
し
、

特
に
判
読
不
明

の
「
壹

八
九
月
」
の
部
分
を

「
壹
月
九
日
」
と
修
正
し

て
読
み
、

(
28
)

七
七
四
年
に
も
正
月
を
壹
月
と
記
し
た
と
い
う
解
釈
に
は
承
服
し
難

い
と
い
う
。

次
に
第
二
の
問
題
に
移
ろ
う
。
タ
氏
は
、
経
帳

の
内
貼
に
使
わ
れ
た
本
文
書
と

(
29

)

密
接
に
関
わ
る
『華
厳
経
論
』
そ
の
も
の
の
、
日
本

へ
の
流
入
過
程
に
着
目
す
る
。

『華
厳
経
論
』
に
つ
い
て
は
、
「旧
訳
華
厳
経
」
六
〇
巻
の
注
釈
書
と
し
て
、
北

魏
の
霊
辮

(四
七
七
-
五
二
二
)
が
撰
し
た

一
〇
〇
巻
本
が
あ
り
、
「新
訳
華
厳

経
」
八
〇
巻
の
注
釈
書
と
し
て
、
唐
の
李
通
玄

(六
三
五
-
七
三
〇
、
あ
る
い
は

六
四
六
-
七
四
〇
)
が
撰
し
た
四
〇
巻
が
あ
る
。
尹
氏
は
経
秩
の
表
題
に

「華
厳

経
論
第
七
帙
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
秩

一
〇
巻
と
す
る
と
少
な
く
と
も
七
〇
巻

分
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
し
、
霊
辮
の

一
〇
〇
巻
本
が
お
さ
め
ら
れ
て

い
た
と
推
定
す
る
。

一
方
、
文
献
史
料
か
ら
当
時
日
本
に
将
来
さ
れ
た

『華
厳
経
論
』
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
と
、
朝
鮮
系
華
厳
経
の
将
来
者
で
あ
る
審
祥
の
底
本
と
思
わ
れ
る

「華

(
30
)

厳
論
六
十
五
巻
」
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
天
平

一
九
年

(七
四
七
)
一
二

月

一
九
日

「自
内
裏
奉
請
疏
本
」

(『大
日
本
古
文
書
』

一
〇
巻
二
七
八
頁
)
に

「華
厳
論
七
秩
六
十
五
巻
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
護
景
雲
二
年

(七
六
八
)
「
一
切

経
奉
請
文
書
継
文
」
に

「華
厳
経
論

一
部
六
十
五
巻

殻
皮
帙
七
枚
」

(『大
日
本
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古
文
書
』

一
七
巻

一
二
九
頁
)
と
あ
り
、
そ
の
所
有
者
は
審
祥
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
こ
こ
に
み
え
る

「殻
皮
」
と
は
原
料
の
楮
で
あ
り
、
内
貼
に
使
わ
れ
て

い
る
本
文
書
も
楮
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
尹
氏

は
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
審
祥
が

『華
厳
経
論
』
を
将
来
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
、
没
年

(
31
)

に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
七
五

一
年
で
あ

る
と
さ
れ
て
お
り
、
審
祥
と
こ
の

『華

厳
経
論
』
が
密
接
に
関
係
す
る
と
す
る
と
、
本
文
書
の
作
成
年
も
そ
れ
以
前
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
方
、
本
文
書

b
断
簡
の

一
六
行

に
み
え
る

「西
原

(
32
)

京
」
が
設
置
さ
れ
た
の
は
神
文
王
五
年

(
六
八
五
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
限
年

は
六
八
五
年
と
な
る
。
か
く
し
て
本
文
書

の
作
成
年
は
六
八
五
ー
七
五

一
年
の
間

(
33

)

に
し
ぼ
ら
れ
、
こ
の
間
に
存
在
す
る

「
乙
未
年
」

H
六
九
五
年
以
外
に
は
考
え
ら

れ
な

い
、
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
李
仁
哲
氏

の
反
論

が
あ
る
。
氏
は
同
文
書

の
性
格
を

「村

帳
籍
」
と
理
解
し
た
う
え
で
、
本
文
書
が
六
九
五
年
に
作
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、

七
四
〇
年
以
前
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
る

の
は
不
可
能

で
あ
る
と

い
う
。
と

い
う

の
は
帳
籍

の
保
管
は
普
通
二
、
三
〇
年
間

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
書
が
新
羅

の
写

経
…機
関
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
時
期
は
七

一
五
年
頃
と
な
り
、
そ
の
後
華
厳
経
論
写

経
事
業
が
始
ま
り
、
約

一
〇
年
の
月
日
を
経
て
、
七
三
〇
年
頃
に
よ
う
や
く
華
厳

経
論
が
完
成
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
新
羅
学
問
僧
審
詳
に
渡
さ
れ
て
、
日
本
に
渡
り

一
〇
年
後
で
あ
る
七
四
〇
年
に
金
鐘
寺

で
華
厳
経
を
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
た

『東
大
寺
要
録
』
巻
五
、
諸
宗
章
第
六
、
華
厳
宗
条

「東
大
寺
華
厳
別
供
縁
起
」
)

と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
偶
然
を
重
ね
る
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
か
と
、
尹
説
を

〔
34
)

批

判

し

て

い

る
。

お
わ
り
に

以
上
、
「華
厳
経
論
帙
内
貼
文
書
」
を
め
ぐ
る
、
日
韓
両
国
の
従
来

の
研
究
、

文
書
の
釈
読
、
そ
し
て
近
年

の
韓
国
で
の
新
説
に
つ
い
て
述
べ
た
。
く
り
返
し
に

な
る
が
、
尹
善
泰
氏
の
研
究
は
、
本
文
書

の
成
立
年
代
や
将
来
年
代
を
考
え
る
上

で
従
来
の
研
究
に
再
検
討
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
尹
氏
が
着
目
し
た

「年
」
と

「載
」
、
「
壹
月
」
と

い
っ
た
表
記
の
問
題
は
卓
見
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

ま
た
、
『華
厳
経
論
』
の
日
本
将
来
に

つ
い
て
、
新
羅
学
問
僧
審
祥
を

媒
介
に

し
て
そ
の
過
程
を
復
原
し
て
い
く
と
い
う
作
業
は
、
今
後
も
大
い
に
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
六
九
五
年
作
成
説
を
補
強
す
る
意
味
で
も
、
ま
た
新
羅
と
日
本

と
の
文
化
交
流
を
知
る
上
で
も
、
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
李
仁
哲
氏
の
批
判
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
こ
こ

で
筆
者
の
見
解
を
述
べ
て
お
く
と
、
李
氏
の
尹
説
批
判
の
前
提
に
、
本
文
書
を
帳

籍
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帳
籍
文
書
で

あ
る
こ
と
か
ら
こ
そ
、
二
、
三
〇
年
間
保
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ

け
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
本
文
書
に
は
追
記
や
修

正

の
痕
跡
が
あ
り
、
正
文
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
案
文
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
長
期
間
保
存
さ
れ
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
文
書

の
作
成
年
代
と
廃
棄
年
代
に
は
大
き
な
時
間
差
が
な
か

っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
李
氏
は

『華
厳
経
論
』
写
経
作
業
に
は

一
〇
年

位

の
期
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
推
定
は
恣
意
的
で
あ
り
、

(
35
)

実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
長
期
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
現
段
階
に
お
い
て
、
本
文
書
の
作
成
年
代
を
六
九
五
年
と
す

る
サ
善
泰
氏
の
説
は
、
様

々
な
批
判
は
あ
る
も
の
の
、
決
定
的
な
欠
陥
は
存
し
て

お
ら
ず
、
十
分
有
効

で
あ
る
と
考
え
る
。

も
し
、
本
文
書
成
立
年
が
六
九
五
年
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
主
張
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さ
れ
て
き
た
七
五
五
年
説
や
八

一
五
年
説
に
よ

っ
て
統

一
新
羅
史
を
理
解
し
て
き

た
従
来

の
研
究
は
再
検
討
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
段
階
で
は
、
六
九
五

年
説
は
十
分
に
検
討
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
存
在
が
知
ら

れ
て
い
な
い
。

一
方
韓
国
で
も
、
六
九
五
年
説
は
い
ま
だ
少
数
派
に
と
ど
ま

っ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
現
状
に
鑑
み
、
現
段
階
で
の
研
究

動
向
を
ま
と
め
る
こ
と
を
第

一
の
目
標
と
し
た
。

今
後
の
展
望
と
し
て
は
、
日
本
で
こ
れ
ま

で
行
わ
れ
て
き
た
膨
大
な
正
倉
院
文

(36

)

書
研
究
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
、
新
羅
古
文
書
研
究
の

一
環
と
し
て
、
本
文
書

の
成
立
、

伝
来
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
い
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ほ
ど
注

目
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
本
文
書
の
書
風
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
研
究
で
は
、
さ
ら

(
37
)

な
る
関
心
を
持

っ
て
観
察
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

附
記
1

本
論
文
は
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
で
開
か
れ
た
、

史
料
編
纂
所
石
上
英

一
先
生
担
当
ゼ
ミ
で
の
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。

附
記
2

論
文
成
稿
の
後
、
石
上
英

一
先
生
か
ら
、
宮
崎
健
司
氏

・
小
林
芳
規

氏
の
以
下
の
研
究
に
つ
い
て
、
紹
介

い
た
だ

い
た
。
宮
崎
健
司

「大
谷
大
学
図
書

館
蔵

『判
比
量
論
』
と
大
安
寺
審
祥
」
(史

聚
会
編

『奈
良
平
安
時
代
史

の
諸

相
』
高
科
書
店
、

一
九
九
七
年
)
に
よ
る
と
、
大
谷
大
学
蔵

『判
比
量
論
』
は
、

そ
の
書
風

・
書
体

・
料
紙
の
検
討
か
ら
、
八
世
紀
前
半
の
書
写
に
か
か
る
新
羅
か

ら
の
舶
載
経
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
『判
比
量
論
』
自
体
の
希
少
性
か
ら
、
こ
れ

が
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
審
祥
写
経
そ
の
も

の
で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
小
林
芳
規

「大
谷
大
学
蔵
新
出
角
筆
文
献
に
つ
い
て
」

(大
谷
大
学
図
書
館
報

『書
香
』

一
九

号
、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
四
ー
六
頁
)
は
、
大
谷
大
学
蔵

『判
比
量
論
』
に
見
え

る
新
羅
の
文
字

・
記
号
に
よ
る
角
筆
に
注
目
さ
れ
、
本
資
料
が
新
羅
か
ら
の
舶
載

経
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
『判
比
量
論
』
は
、
新
羅

の
著
名
な
華
厳
僧
侶

で
あ

っ
た
元
暁

(六

一
七
-
六
八
六
)
が
、
成
亨
二
年

(六
七

一
)
に
撰
述
し
た

も

の
で
あ
る
。
ま
た
審
祥
は
天
平
八
年

(七
三
六
)
に
良
弁
の
招
請
に
よ
り
華
厳

経
講
説
を
行

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
審
祥
写
経
の
日
本
伝
来
は
七
三
六
年
以
前
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

八
世
紀
前
半
に
新
羅
で
書
写
さ
れ
た
経
典
が
、
七
三
六
年
以
前
と

い
う
早
い
段

階
で
日
本
に
伝
来
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
本
稿

で
想
定
し
た

『華
厳
経

論
』

の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
も
そ
の
蓋
然
性
を
高
め
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、

「華
厳
経
論
帙
内
貼
文
書
」
の
作
成
年
代
を
六
九
五
年
と
す
る
上
で
の

一
つ
の
傍

証
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
右

の
資
料
を
送

っ
て
く
だ
さ

っ
た
宮
崎
健
司
氏
に
お
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。

ま
た
、
校
正
中
に
、
新
川
登
亀
男

・
早
川
万
年
編

『美
濃
国
戸
籍
の
総
合
的
研

究
』
(東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年

一
月
)
所
収
の
、
尹
善
泰

「新
羅
村
落
文
書

研
究
の
現
状
」
を
知

っ
た
。
併
読
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

最
後
な
が
ら
、
本
論

の
成
稿
に
当
た

っ
て
、
石
上
英

一
先
生
、
佐
藤
信
先
生
を

始
め
大
学
院
生
の
皆
様

・
諸
先
輩
方
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
稲
田
奈
津
子
氏
、

山
形
大
学
の
三
上
喜
孝
氏
に
感
謝
を
表
し
た
い
。

89



〔 華 厳 経 論 秩 内 帖 文 書 釈 読 文 〕

a 断 簡

1
2 當 縣 沙 害 漸 村 見 内 山 櫨 地 周 五 千 七 百 廿 五 歩 合 孔 姻 十 θ 計 姻 四 余 分 三

二

3 此 中 仲 下 姻 四 下 上 姻 二 下 ～ 姻 五 合 人 百 冊 ㊥ 此 中 古 有

4 人 三 年 間 中 産 井 合 人 百 冊 五 以 丁 廿 九 以 奴 一 助 子 七 以 奴 一

【 九

5 追 子 十 ㊤ 小 子 ㊥ 三 年 間 中 産 小 子 五 除 公 一 丁 女 冊 ㊤

6 以 碑 五 助 女 子 十 一 以 埠 一 追 享 九 小 女 子 八 三 年 間 中 産 小 女 子 八 以 碑 一

【

7 除 母 O 老 母 一 三 年 間 中 列 加 合 人 二 以 追 子 一 小 子 一

8 合 馬 廿 五 捌 駝 賄 廿 二 三 年 間 中 合 牛 廿 二 以 古 有 + 七 三 年 間 中 加 牛 五

9 合 水 田 百 二 結 二 負 四 束 触 櫨 鮒 舘 醸 儲 四 結 燗 受 有 水 田 九 口 口 結 二 負 四

10 束 以 村 主 位 水 田 + 九 結 七 + 負 合 田 六 十 二 結 十 負 口 園 並 姻 受 有 之

11 合 麻 田 一 結 九 負 合 桑 千 四 以 三 年 間 中 加 植 内 九 + [ ロ

12 合 栢 子 木 百 廿 胡 柾 牌 欄 紳 加 植 内 滑 四 合 秋 子 木 百 十 口 醐 粧 怖 醐 加 植 内 針 八 古

13 乙 未 年 姻 見 賜 節 公 等 前 及 白 他 郡 中 妻 追 移 [ 目 数 合 人 五

脳 甥 三 轡 躯 饗 驚 繋 麟 卸 短 人 励 以 丁 一

16 合 元 去 因 白 馬 二 並 死 之 死 白 牛 四

17
18 當 縣 薩 下 知 村 見 内 山 橿 地 周 万 二 千 八 百 計 歩 此 中 薩 下 知 村 古 地 周 八

19 千 七 百 七 十 歩 掘 加 利 何 木 杖 谷 地 周 四 千 六 十 歩

20 合 孔 姻 十 五 計 姻 四 余 分 二 此 中 仲 下 姻 一 余 子 下 上 姻 二 余 子

21 下 仲 姻 五 並 余 子 下 ～ 姻 六 湖 襟 イ 五 三 年 間 中 収 坐 内 姻 一

七

22 合 人 百 廿 五 此 中 古 有 人 三 年 間 中 産 井 合 人 百 十 ⑳

23 以 丁 計 e 以 奴 四 助 子 五 追 子 二 小 子 二 三 年 間 中 産 小 子 三

24 老 公 一 丁 女 升 五 以 碑 三 助 享 四 追 女 子 十 三 小 女 子 六

25 三 年 間 中 産 小 女 子 三 除 母 一 老 母 二 三 年 間 中 加 収 内 合

26 人 七 以 列 加 人 国 以 丁 一 追 享 一 小 女 三 収 坐 内 姻 合 人 四 以 助 子 一 老 公 一 丁 女 二

27 合 馬 十 八 訓 鮎 隔 蠣 鮒 駄 二 合 牛 十 二 以 古 有 + 一 加 牛 一 合 口 口 口 三 結 口 田 圃

28 負 九 束 以 其 村 官 護 沓 三 結 六 十 六 負 七 束 [ ] 水 田 五 十 九 結

29 九 十 八 負 二 束 合 田 百 十 九 結 五 負 八 束 並 姻 受 [ 目 合 麻 回 旦 圖

3 0鉤 [ ] 言 八 十 馨 旛 端 植 内 頁 十 九 合 栢 柔 六 十 口

3 1訂 腿 藻 植 口 合 秋 子 木 七 土 並 古 之

32 乙 未 年 姻 見 [ ] 姻 亡 廻 去 孔 一 以 合 人 三 以 丁 一 口 女 二 國 口 因 囹



b 断 簡

1 以 下 仲 姻 一 下 ～ 姻 六 三 年 聞 中 新 収 坐 内 姻 一

2 合 人 晦 此 害 有 人 三 年 間 窪 蓉 杢 ハ 十 五

六 六

3 以 丁 十 ⑳ 助 子 二 追 子 七 小 子 ㊨ 三 年 間 中 産 小 予 三

4 丁 女 十 四 助 女 子 四 追 女 子 三 小 女 四 三 年 間 中 産 小 女 子 二

5 老 母 一 三 年 問 中 新 収 内 合 人 七 以 列 収 内 小 女 孟

6 収 坐 内 姻 合 人 六 以 丁 一 追 子 一 小 子 一 丁 女 二 追 女 ±

7 合 馬 八 以 古 有 四 三 年 間 中 加 四 合 牛 十 一 以 古 有 五 三 年 間 中 加 六

8 合 水 田 七 十 一 結 六 十 七 負 以 其 村 官 護 沓 三 結 姻 受 水 田 六 十

9 八 結 六 十 七 負 合 田 五 十 入 結 七 負 一 束 並 姻 受 有 之

1 0合 麻 里 結 口 負 合 桑 七 百 甑 薙 騨 加 植 桑 九 +

11 合 栢 子 木 冊 二 並 前 内 視 令 節 植 内 之 合 秋 子 木 百 七 並 古 之

1 2列 廻 去 合 人 餌 以 丁 . 子 茎 雀 列 死 合 人 噺 π 如 二 小 好 匁 三

13 合 元 去 因 白 馬 四 剛 鹸 噸 白 三 死 牛 一

14 前 内 視 令 節 植 内 是 而 死 白 栢 子 木 十 三

15
16 西 原 京 口 口 口 村 見 内 地 周 四 千 八 百 歩 合 孔 姻 十 計 姻 一 余 分 五

六

17 此 中 下 仲 姻 一 下 ～ 姻 九 合 入 百 ㊧ 此 中 古 有 人 三 年

1 8聞 中 産 井 合 人 百 + 四 以 丁 + 断 以 奴 二 助 子 ⑳ 以 奴 二 追 子 継

1 9小 子 猷 三 年 間 中 産 小 子 一 老 公 一 丁 奔 竪 醤 助 女 卸

2 0 追 女 手 O 以 饗 小 女 毒 三 年 間 中 産 小 女 ' 六

21 三 年 間 中 列 収 内 合 人 四 以 小 子 一 丁 女 一 助 争 一 老 公 一

22 合 馬 十 並 古 之 合 牛 八 以 古 有 七 加 牛 一

23 合 水 田 廿 九 結 十 九 負 以 其 村 官 護 水 田 三 結 廿 負 姻 受 有 水 田

24 廿 五 結 九 十 九 負 合 田 七 十 七 結 十 九 負 以 其 村 官 護 田 一 結

25 姻 受 有 田 七 十 六 結 十 九 負 合 麻 田 一 結 八 負 合 桑 千 二 百

26 揖 五 胡 柾 稗 醐 艸 伽 髄 内 六 + 九 合 栢 子 木 六 十 八 以 古 有 六 + 三 年 間 中 加 植 内 八

27 秋 子 木 珊 八 並 古 之 乙 未 年 姻 見 賜 以 彼 上 姻 亡 廻 去 孔 一

28 ㎜ 凹 合 人 六 以 丁 二 丁 女 二 小 女 . 二 列 廻 去 合 人 八 以 丁 一 助 子 一 追 子 一 小 量

29 団 女 二 小 女 . 二 列 死 合 人 廿 一 以 丁 五 以 奴 一 追 子 一 老 公 三 丁 女 四 以 翌

30 小 女 子 鎚 老 母 四 以 碑 一 孔 亡 廻 一 ム 菌 □ 品 輻 蒜 軽 丁 女 二

31 甲 午 年 壼 月 口 省 中 及 白 [ ] 追 以 出 去 因 白 妻 是 子 争

32 井 四 以 丁 女 一 小 子 三 合 元 去 因 白 馬 三 以 費 如 白 一 死 白 馬 一 廻 姻 馬 一

33 囹 [ 〕 以 費 如 白 牛 一 廻 姦 囲 一 國 團

凡 例
① 口 は 、 判 読 の で き な か っ た 文 字 。 口 の 中 の 文 字 は 、 推 定 。 [ ] は 、 字 数 が 不 明 な 部 分 。

② 継 ぎ 目 は 点 線 ( … … … ) で 表 す 。 ゴ チ ッ ク は 、 追 筆 カ 。



(
1
)
柳
雄

太
郎

「
正
倉
院

金
工

の
銘
文
」

(正
倉

院
事
務

所
編

『正
倉

院

の
金

工
』
日
本

経
済
新

聞
社

、

一
九
七
六
年
)
、
鈴
木

靖
民

「
正
倉

院
佐
波

理
加
盤

付
属
文
書

の
基
礎

的

研
究
」

「
正
倉

院
佐
波

理
加
盤
付

属
文
書

の
解
読
」

(
『古

代
対
外

関
係
史

の
研
究
』

吉

川
弘

文
館

、

一
九
八
五
年
、
初
出
は

一
九
七
七
年

・
七
八
年
)
、
尹

善
泰

「正
倉
院

所
蔵

佐
波
理
加

盤
付
属
文
書

の
新
考
察
」

(
「正
倉

院
所
蔵
佐
波
理
加

盤
付
属
文
書
q

新

考
察
」

『国

史
館
論

叢
』
七

四
、

一
九
九

七
年

)、

『第

五
十

四

回
正
倉

院

展
』

(奈
良

国
立
博
物
館
編
、
二
〇
〇
二
年
)
六
三
頁
参
照
。

(2
)
東

野
治

之

「
正
倉

院
髭

の
墨
書
と
新
羅

の
対
外

交
易
」

(
『正
倉
院
文
書

と
木
簡

の
研

究
』

塙
書
房
、

一
九
七
七
年
)
。
李
成
市

「
正
倉
院
宝
物
暁
貼
布
記
を
通
し

て
見
た

八

世
紀

の
日
羅
関
係
」

(
『朝
鮮
史
研
究
会
会
報
』

六
七
、

一
九
八

二
年
)
、
尹

善
泰

「
七

五

二
年

新
羅

交
易

と

「
買
新

羅
物

解
」
1
正
倉

院

所
蔵

貼
布

記

の
解
釈

を

中
心

に

ー

」

(「
七
五
二
年
新
羅
交
易
斗

「
買
新
羅
物
解
」
1

正
倉

院
所
蔵
貼
布
記
碧

解
釈

音

中
心
o
一呈
1

」

『歴
史
と
現
実
』

二
四
、

一
九
九
七
年
)
、

『第
五
十
四
回
正
倉
院

展
』

(二
〇
〇

二
年
)
五
三
頁
参
照
。

そ
の
他

に
、

「買
新
羅
物

解
」

の
問

題
と
関
連

し

て
、
東
野
治

之

「
鳥
毛
立
女
屏

風
下
貼
文
書

の
研
究
-

買
新
羅
物
解

の
基
礎
的
考

察
-
」

(
『正
倉
院
文

書
と
木
簡

の
研
究
』
、
初
出
は

一
九

七

四
年

)
、
杉

本

一
樹

「鳥

毛
立
女
屏
風

に
用

い
ら
れ
た
文

書
故
紙

に

つ
い
て
-

屏
風
裏
面

お
よ
び
下
貼
文
書

の

調
査
i
」

(
『
日
本
古

代
文
書

の
研
究
』
吉

川
弘
文
館

、
二
〇
〇

一
年
、
初

出
は

一
九

九
〇
年
)
、
皆
川
完

一

「
買
新
羅
物
解
拾
遺
」

(
『正
倉
院
文
書
研
究
』

二
、

一
九

九
四

年
)
、
李
成
市

『東

ア
ジ

ア
の
王
権
と
交
易
ー
正
倉
院

の
宝
物
が
来
た
も
う

ひ
と

つ
の

道
1
』

(青
木
書
店
、

一
九
九
七
年
)
第

一
章
-
第

三
章
、
東
野
治
之

「
新
羅
交

易
と

正
倉
院
宝
物
」

(
『第
五
十

四
回
正
倉
院
展
』

二
〇

〇
二
年
)
な
ど
が
あ

る
。

(
3
)
管
見

で
は

一
九

八
六
年

以
後

、
〔安

部
井
正

二

九

八
九
〕

と

〔浜

中
昇

"
一
九

九

三
年
〕
が
あ

る
だ
け

で
あ

る
。

(
4
)
本
文

書

の
表
題
を
、

「華
厳

経
論
第

一
帙
」
と

読

ん

で
い
る
立
場
も

あ

る
。
正
倉

院

事
務
所
編

『
正
倉
院
宝
物

5

中
倉
I
I』

(毎

日
新
聞
社
、

一
九
九

五
年
)
参
照
。

(5
)

『第

四
十
三
回
正
倉
院
展
』

(奈
良

国
立
博
物
館

、

一
九
九

一
年
)

五
〇
ー
五

一
頁

に

よ
る
と
、
両
断

簡
共

に
縦
は

三
〇

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル
、
横

は
五

八
セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

で
あ
る
と

い
う
。
ま
た

〔
尹
善
泰
：

二
〇
〇
〇

a
〕
九
頁

に
よ
る
と
、

a
断

簡

の
横
は
五

八
セ

ン
チ

メ
ー

ト

ル
、

b
断
簡

の
横
は

六
〇

セ

ン
チ

メ

ー

ト

ル

で
あ

る
と

い
う
。
『第

五
十

四
回
正
倉
院
展
』

(二
〇
〇
二
年

)
五
六
頁

に
は
、
「華
厳

経
論

帙」

の
縦
が

二
九

・
五
セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル
、
横

は
五
八

・
○

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル
、

文
書

の
縦
は
二
九

・
六
セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル
と

い
う

。

(6
)
文
書

の
現
状
に
関
し
て
従

来

の
言

及
は
、
〔
野
村
忠
夫

…
一
九

五
三
〕

〔
川
副
武
胤

n

一
九
六

五
〕
、
正
倉
院
事

務
所
編

『正
倉
院

の
書
蹟
』

(日
本
経
済
新

聞
社
、

一
九

六

四
年
)
、

〔兼
若
逸
之

"
一
九

八
四
b
〕

『第

四
十

三
回
正
倉
院

展
』

(
一
九
九

一
年
)
、

〔
サ
善

泰

"
二
〇
〇
〇

a
〕
『第

五
十

四
回
正
倉
院

展
』

(二
〇
〇
二
年
)

な
ど

が
あ
る
。

(7
)
近
年

の
韓
国
で
は
、
村
落
帳
籍

が
広
く
受
け

入
れ
ら
れ

て

い
る
。
李

基
白
編

『韓
国

上
代
古
文
書
資

料
集
成
』

(
一
志
社
、

一
九

八
七
年
、
修
正
増
補

版

一
九
九

三
年
)
、

〔
李
仁
哲

"
一
九
九
六
〕

〔李
喜
寛

"
一
九
九
九
〕

〔金
寿
泰

一
二
〇
〇
〇
〕
参
照
。

(
8
)

〔李
仁
哲

二

九
九

六
〕

一
二
ー

二
七
頁

で
は
、
そ

の
間

の
本

文
書
研

究

の
成

果
を

三
期
に
分
け

て
網
羅
的

に
紹
介
し

て
お
り
、
全
体
的
な

研
究
史
整
理

に
お

い
て
は
便

利

で
あ
る
。
あ
わ
せ

て
参

照
さ
れ
た

い
。

(
9
)

〔姜
晋
哲

H
一
九
六
九
〕
参

照
。

(
10
)
「
吏
読
」
は
古
代

日
本

の

「
万
葉
仮

名
」
と
類
似

の
も

の

で
、
中
国

の
漢
字
を

新
羅

式
に
受
容

し
よ
う
と
し
た
努
力

の
産
物

で
あ

っ
た
。
小
倉
進
平

『郷
歌

及
び
吏
読

の

研
究
』

(京
城
帝
国
大
学
、

一
九
二
九
年
)
二
七

一
ー

二
七
三
頁
参
照
。
梁
柱
東

『増

訂
古
歌
研
究
』

(
一
潮
閣
、

一
九
六
五
年
)
参
照
。

(
11
)

〔金
寿
泰

n
二
〇
〇
〇
〕
五
六
-

五
七
頁
参
照
。
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(
12
)

『第

五
十

四
回
正
倉
院
展
』

(
二
〇
〇
二
年
)
、
五
六
-
七
頁
参
照
。

(13
)

〔浜

田
耕
策

二

九
八
六
〕
五

七
三
-

五
九
〇
頁
、

〔李
仁
哲

"
一
九

九
六
〕
六
三
-

六
四
頁

に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
点

で
の
研
究

史
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

(14
)

a
断
簡

に
二
箇
所

(
一
三
行

二
二
二
行

)
、
b
断
簡

に

一
箇
所

(二
七
行
)

で
あ

る
。

(15
)
周

知

の
通
り
統

一
新
羅

期
は
、
六

六
〇
年

百
済
滅

亡

(六
六

三
年

の
白

村
江

の
戦

い
)
・
六
六
八
年

の
高
句
麗
滅

亡
か
ら
、
九
三
五
年

に
高
麗
の
王
建

に
よ

っ
て
滅

ぼ
さ

れ
る
期

間
ま
で
を
意
味

す
る
。

(
16
)
〔旗

田
魏

一
一
九
五
八
、
九
〕
参

照
。

(
17
)
〔武

田
幸

男

二

九
七
六
〕
参

照
。

(
18
)
本
文
書
は
、
新

羅

の
史
料
で
あ
り
な
が
ら
日
本
側

に
現
存
し

て
い
る
特
殊

な
事
情

に

よ
り
、
日
本
側

の
研
究
成
果

に
依

存
す
る
傾
向

が
あ

っ
た

こ
と

は
事

実

で
あ

る
。
特

に
武
田
説

(八

一
五
年
説
)
は
、
緻
密

な
考
証
と
文
書

の
筆
跡

の
見
分

け
に
よ

る
追

記

の
判
別
な
ど

に
よ
り
、
日
本
学

界
は
も
ち

ろ
ん
韓
国
学
界

で
も
大

勢
と
し

て
受

け

入
れ
ら
れ
て

い
た
。

〔武
田
幸
男

一
一
九
七
六
〕

二
四
三
-

二
四
八
頁
参
照
。

(
19
)

〔
尹
善
泰

"
二
〇
〇
〇
〕

一
九
-

二
四
頁
参
照
。

(
20
)
李
基
白

編

『韓

国
上
代
古

文
書
資

料
集

成
』

(修
正
増

補
版
、

一
九

九
三
年
)

二
八

頁
参
照
。

(
21
)
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
編

『訳
註
韓

国
古
代
金

石
文

(
3
)』

(駕

洛
国
史
蹟

開
発
研

究
院
、

一
九
九

二
年
)
三

八

一
頁
参
照
。

(
22
)
新
羅
慶

州

の
雁
鴨
池

出
土
木
簡

に

つ
い
て
は
、
『雁

鴨
池
発

掘
調
査

報
告
書
』

二
冊

(韓
国
文
化
公
報
部
文
化
財
管
理
局
、

一
九

七
八
年
)

が
、
後

に
西
谷
正

ほ
か
訳

『雁

鴨
池

発
掘

調
査
報

告
書
』

(韓

国
文
化

部
文
化

財
管

理
局
編
、
学
生

社
、

一
九

九
三

年
)

で
出
版

さ
れ
た
。
ま

た
雁
鴨
池
木
簡

に
関
す

る
李
基

東
氏
論
文

(
一
九

七
九
年

初
発
表
)
は
、
小
見

山
春
生
氏

に
よ

っ
て
翻
訳
さ
れ
て
、
『國
學
院

雑
誌
』
八
三
-
六
、

一
九

八
二
年

に
載

せ
ら
れ
て

い
る
。

(
23
)

『旧
唐
書
』
巻
六
、
本
紀
六
、
則
天
皇
后
久
視

元
年

(七
〇
〇
)
十
月

甲
寅
条

「復

二

旧

正
朔

・
、
改

二

月

・為
二
正
月

一、
侃
以

為
二
歳
首

一、
正
月

依
・
旧

為
二
十

一
月

一、

大
二
赦
天
下

・。
」

(
24
)
池

田
温

『中
国
古

代
籍
帳

研
究
-
概
観

・
録

文
1
』

(東
京
大

学
出
版

会
、

一
九

七

九
年
)

二
三
六
-

二
四
〇
頁
は
、
「
正
月
」
を
「
一

月
」
と
記
す
例
を
挙
げ

て

い
る
。

ま

た

「年
」
を

「載
」
と
す

る
例
に

つ

い
て
は
、
同
書

の
二
五
九
-

二
八

三
頁
と

四

六
三
-

四
九

〇
頁
参
照
。

(25
)
李

基
白
編

『韓
国
上
代
古

文
書
資

料
集
成
』

(修

正
増
補

版
、

一
九
九

三
年
)

一
九

頁

で
は
、
「
甲
寅
年
圃

八
九
月
[
H
H
H
]
」
と
読
ん
で

い
る
。

(26
)
〔李
喜
寛

二

九
九
九
〕
一
三

頁

の
註

三
六
参
照
。

(27
)
〔金
寿
泰

…
二
〇
〇
〇
〕
六
-

一
〇
頁
参

照
。

(28
)
〔
尹
善
泰

"
二
〇
〇
〇
〕

二
三
頁

の
註
三
五
参
照
。

(
29
)
〔
尹
善
泰

"
二
〇
〇
〇
〕

三
四
-

四
七
頁
参
照
。

(
30
)

『大
日
本
古
文
書
』

一
〇
巻

二
七
八
頁
、

一
七
巻

二
〇
頁
、
同
巻

一
二
九

頁
、
二

二

巻
五
五
頁
。

(
31
)
堀
池
春
峰

「
華
厳
経
講

説
よ
り
み
た
良
弁

と
審
詳
」

(
『南
都
仏
教
史

の
研
究

(上
)

東
大
寺
編
』
法
蔵
館
、

一
九
入
○
年

、
初
出
は

一
九
七
三
年
)

四

一
七
頁
参

照
。

(
32
)

『三
国
史
記
』
巻
八
、
新

羅
本
紀
八
、
神

文
王
五
年

三
月
条

。

(
33
)
凝
然

の

『三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
中

に
よ

る
と

、
審

祥
に
よ

る
華
厳

経
講
義
は
、
天

平

=

一年

(七
四
〇
)

の
金

鐘
寺

華
厳
経
講
義

(
『東
大
寺

要
録
』
巻

五
、
諸
宗
章
第

六
、
華
厳
宗
条

「
東
大
寺
華
厳
別
供
縁
起
」
)
以
前

の
天
平
八
年

(七
三

六
)

に
、
良

弁

の
招
請

に
よ
り
行
わ

れ
た
と

い
う
。

こ
の
記
述

に
し
た
が
え

ば
、
本
文

書

の
作
成

年
代

の
下
限
を
さ
ら
に
限
定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
34
)

〔李
仁
哲

"
一
九
九
六
〕
七
八
頁
註

一
五
〇
参
照
。

(
35
)
井

上
薫

『奈

良
朝
仏

教
史

の
研
究
』

(吉

川
弘
文
館

、

一
九
六

六
年
)
第
三
章

「写
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経
事
業

の
創
始
」
、
第
六
章

「
写
経
事

業

の
展
開
」
に
よ
る
と
、
日
本

で
の
個
別

の
写

経
事
業
は
短
期
間

で
行
わ
れ

て

い
た
こ
と
が
分

か
る
。
新

羅

の
写
経
事
業

も
そ
れ

に

準
じ

て
考
え
る

こ
と
が

で
き
る
と
思
う
。

(
36
)
具
体
的
に
は
、
官
文
書
払

い
下
げ
シ

ス
テ
ム

の
分
析

と
写
経

シ
ス
テ
ム
の
解
明
な
ど

の
構
造
的

分
析

を
含

め
、
古
文
書

と
ほ
か

の
同

時
代
史
料
と

の
比
較
研
究
な
ど

、
残

さ

れ
た
課
題

は
少

な
く

な

い
。
正
倉

院
文

書

研
究

の
最
新

成

果

に
は
、
石
上

英

一

『日
本
古
代
史
料
学
』

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
年
)
、
皆
川
完

一
編

『古
代

中

世
史
料
学

研
究
』

(吉
川
弘
文
館

、

一
九
九
八
年
)
、
石
上

英

一
・
加
藤

友
康

・
山

口

英
男
編

『古
代
文
書
論
-
正
倉
院
文
書
と
木
簡

・
漆
紙
文
書
1

』

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九

九
年
)
、
山
下
有
美

『正
倉

院
文
書
と
写
経

所

の
研
究
』

(吉
川

弘
文
館

、

一

九
九
九
年
)
、
栄
原
永
遠
男

『奈
良
時
代

の
写
経
と
内
裏
』

(塙
書
房
、

二
〇

〇
〇
年
)
、

杉
本

一
樹
氏

の
註

2
前
掲
書
、
山
本
幸
男

『写
経
所
文
書

の
基
礎
的
研
究
』

(吉

川
弘

文
館

、
二
〇
〇

二
年
)
、
西
洋
子

『正
倉

院
文
書
整
理
過
程

の
研
究
』

(吉

川
弘
文
館

、

二
〇
〇
二
年
)
な
ど
が
あ

る
。

(37
)
神

田
喜

一
郎

「正
倉
院

の
書
蹟

の
概
観
」

(正
倉
院
事
務
所

編

『正
倉
院

の
書
蹟
』
)

一
三

頁

に
よ
る
と
、

「
こ
の

「新
羅
国
官
文
書
」

の
書
は
実

に
見
事

で
あ

る
。
お

そ
ら

く
朝
鮮

の
墨
書

の
書
蹟
と

し
て
、
朝

鮮
日
本
を

通
じ

て
現
在
最
古

の
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ
の
点
、
貴
重

す

べ
き

こ
と
は

い
う
ま

で
も

な

い
が
、
何
か

に

つ
け

て
当
時
範
を

朝

鮮

に
と

っ
て

い
た
日
本

の
書

を
考
え

る
上

に
も
、
ま
た
き
わ

め
て
貴
重
す

べ
き
資

料

で
あ

る
。
そ
う
し

て
そ

の
書
風
が
大
宝

二
年

(七
〇

二
)

の
戸
籍

の
書

と

一
脈
相

通

ず

る
も

の
の
あ

る
の
は
、
特

に
注
意
す

べ
き
点

で
あ

る
」
と

い
う
。

そ
の
他

に
、

〔川

副
武

胤

"
一
九
六

五
〕

は
、

こ
の
書

風
を

「
六
朝
風
」

の
影
響

を
示
す
大

宝

二
年

の

御

野
国
戸
籍

(聖
徳
太

子

の
法
華
義
疏

に
み
ら
れ

る
書
風
)

に
近

い
書
体
と

理
解
し

て

い
る

(二
九
八
頁
参

照
)
。
ま
た
東
野
治
之

氏
は
、
「
藤
原
宮
木
簡

の
書
風

に

つ
い

て
」

(同

『
日
本
古

代
木
簡

の
研
究
』
塙
書

房
、

一
九

八
三

年
、
初
出

は

一
九
七

七

年
)

二
九

一
ー

二
九
七
頁

で
、
本
文
書

の
書
風
と

藤
原
宮

の
木

簡
と

の
書
風

は
六
朝

風

の
丸

み
あ

る
筆
致

で
あ
る
共
通
点

が
あ
る

の
を
指

摘
し
、
書
風

か
ら
み
る
際
、
同

文
書

の
作
成

年
代
も
八
世
紀

を
下
ら
な

い
と
み

る
の
が
穏

当

で
あ

る
と

い
い
、
具
体

的

に

「
此
」

の
字
と

「
奴
」

の
字

に
注

目
し
な
が

ら
古

い
六
朝
風

の
書
風
は
朝

鮮
半

島

の
影
響

で
あ

ろ
う

と
主
張
す

る
。

同
氏

の
註

2
前
掲
書

も
参
照
。
そ

し
て
鬼

頭
清

明

「木

簡

の
書
風
」

(
『古
代
木
簡

の
基
礎
的

研
究
』

塙
書
房
、

一
九
九

三
年
、
初
出

は

一
九
七

八
年
)
と
、
同

「各
地

の
木
簡
か

ら
」

(『木
簡

の
社
会

史
ー

天
平
人

の
日

常

生
活
1

』
河
出
書
房
新
社

、

一
九
八
四
年
)

一
四
三
-

一
四

七
頁

で
は
、
古

い
六

朝

風

の
書

風
は
藤
原
宮
木
簡

か
ら
見

る
こ
と
が

で
き

る
と

い
い
、
藤
原
宮

が
造
営
さ

れ
始
め
た
時
期

に
は
、
唐

と

の
直
接
交
流

が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
先
進
的

な
文
物
は
新

羅

か
ら
受

容
さ
れ

て

い
た
こ
と
と
関
係

し

て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と

指
摘
し

て

い

る
。
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